
いしかわ森林環境基金補助事業の実施について

１ 事業の実施

森林管理課で所管する本事業については、いしかわ森林環境基金事業実施要

領（平成１９年４月１日施行、以下「実施要領」）、いしかわ森林環境基金事

業実施要綱（平成１９年４月１日施行、以下「実施要綱」）石川県補助金交付

規則（昭和３４年石川県規則第２９号）及び下記に基づいて実施するものとす

る。

２ 補助金の交付申請・実績報告等

補助金の交付申請等の書類は、所管の農林総合事務所を経由し知事に提出す

るものとする。

上記１に基づき提出をする書類及び添付する書類の様式、期限、部数等は下

表のとおりとする。

書 類 名 提出及び添付する書類 提 出 期 限 部 数

補助金交付申請書 要綱別記様式第１号、 別に定める日 ２
第２号２、第３号、
位置図、区域図、現況写
真、※用地使用承諾書(写)

変更 要綱別記様式第４号、 事由の生じた日 ２
事業 中止 承認申請書 第２号２、第３号 から10日以内

廃止

事業実績報告書 要綱別記様式第５号、 要綱第７条のと ２
第２号２、第６号、 おり
完成時写真、事業の実施状
況が分かる書類(写真）、
支出の状況がわかる書類

補助金概算払請求書 要綱別記様式第８号 支払を受けたい １
月の２月程度前
（相談に応じま
す）

補助金精算請求書 要綱別記様式第７号 補助金の確定後 １

※用地使用承諾（写）は地方公共団体以外が森林整備を実施する場合、必要。

実績報告書に添付を必要とする書類は要綱第１１条のとおりですが、主な収

入及び支出に関する証拠書類の写しを必ず添付すること。

３ 実施箇所活動状況報告

いしかわ身近な森保全事業を終了するときに、協定期間が翌年度以降も有効

である場合は、翌年度の１２月までの協定区域内での活動実施状況を、協定期

間内毎の１月末日までに別に示す様式（実施箇所活動状況報告書）にて報告す

るものとする。（２部提出）



　石川県知事　　谷　本　正　憲　　殿

住所（所在地）

（名　　　　称）

氏名（代表者氏名）

実施区域 実施時期 備考

※協定箇所毎に記載すること。活動内容はなるべく具体的に記載すること。

※活動内容が分かる写真を１枚以上添付すること

　　平成　　年　　月　　日

第　　　　　号

活動内容

　いしかわ身近な森保全事業を実施した○○○において、平成○○年の活動実施状況を下記のとお

り取りまとめましたので、提出します。

平成○○年いしかわ身近な森保全事業実施箇所活動状況報告書


